
令和３年度 第２回佐久市自殺対策連絡協議会 書面会議 次第 

 

                                   令和４年３月吉日 

１ 報告事項  

（１）佐久市における自殺の状況【資料№１参照】 

・令和３年の全国の自殺者数は、2万 830人であったと報告（警察庁の自殺統計・速報値に 

基づく厚生労働省の発表）があり、全国的に昨年より減少しました。佐久市においても、 

昨年より５名減少し、16名（地域における自殺の基礎資料・暫定値）でした。 

・50代・60代の６名のうち、５名が１月～４月であった一方で、20～40代の５名全員が 

７月～11月であり、年代で季節的特徴がありました。 

・全国的に令和２年において過去最多となった未成年者の自殺は、令和３年では減少（暫定値 

で 40人減少）しました。一方、佐久市では２年連続０名であった状況から一転、２名と 

増加しました。 

  ・令和３年は、未成年者、30代・50代の働き盛り世代、60代・80代の高齢者層が多い状況 

でした。  

 

（２）健康づくり推進課における自殺対策事業の報告【資料№２参照】 

事業 No.1  中学生向け自殺予防啓発事業 

保健師による講話については、各学校の希望に沿いながら、対面または校内放送形式で 

全中学校実施する事が出来ました。 

事業 No.12 職員向け自殺対策研修会 

事業 No.15 自殺対策庁内関係課連携会議 

  新型コロナウイルスの感染警戒レベルが高い時期において、上記事業については集合形式 

の研修会や会議ではなく、動画視聴形式や書面会議形式で実施しました。 

事業 No.19 心といのちの総合相談会 

12 月開催の参加者の方が多い状況でした。例年冬の開催の方が多い傾向にあることと、 

8 月の感染警戒レベルが 5 であったことも影響していると思われます。 

   事業 No.20 心のほっとライン・佐久（相談専用直通電話） 

今年度、618 件（R4 年 1 月末現在。前年同月比で 84 件増。）の電話相談がありました。

増加した理由としては、継続相談者の家庭環境や精神状態の変化により、相談回数が増えた

ことが影響していると考えております。 

新規相談者の相談経路としては、ホームページやコンビニ等に設置しているカードを見た 

という方が多い状況でした。 

 

２ 情報提供・情報共有【資料№３参照】 

この度は、業務ご多忙の中、情報提供にご協力頂き大変ありがとうございました。 

資料 No.３のとおり取組み状況等をまとめましたので、ご確認ください。 

  平成 30 年３月に策定した佐久市自殺対策総合計画では、平成 34 年（令和４年）までに、自殺

死亡率※を 15.4 以下にすることを目指しております。現時点において達成には至っておらず、よ

り一層、自殺対策の取組みを推進していく必要性がございます。各団体様につきましても、きめ

細かいご支援と、自殺対策の視点を取り入れた取組みについて、引き続きご協力くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

※人口 10 万人あたりの自殺者数                    裏面もございます 

 



 

３ 事務連絡 

（１）「佐久市自殺対策総合計画」における事業報告及び事業計画の提出について 

   4 月に依頼文を送付させていただきますので、回答にご協力をお願いします。 

 

（２）令和４年度会議について 

   来年度は、自殺対策総合計画改定年となるため、３回開催予定でおります。 

お忙しい所大変恐縮ではございますが、ご協力をお願い致します。 

＜予定＞ 第 1 回：令和 4 年 8 月 22 日、第 2 回：11 月 4 日、第 3 回：令和 5 年 2 月 3 日 

 

 （３）その他 

 何かご質問等がございましたら、事務局までご連絡をお願いします。 

 



佐久市における自殺の状況　　－自殺日・住居地－
　

＜自殺統計データについて＞

　　　　　　　
　　　　　　　　 　　

資料No.１

　自殺の状況に関する統計データは、「自殺統計」（警察庁）、「地域における自殺の基礎資料」（警察庁の自殺統計原票を厚生労
働省において特別集計）、「人口動態統計」（厚生労働省）の主に３つがあります。
　この報告では、市町村別に公表されている最も詳しい資料である、厚生労働省HP「自殺の統計：地域における自殺の基礎資料」
（警察庁の自殺統計原票を厚生労働省において特別集計）の「確定値（自殺日・居住地）」（３月公表）に基づく数値を用いていま
す。※R3年のみ暫定値となっています。

まとめ【自殺者数】令和２年から５名減少し、１６名であった。

【男女比較】経年的に男＞女。男性は前年より29.4%減少したのに比べ、女性は変わらなかった。

男性が多いこと、男性に比べ、女性の減少率が方が低いことは、国と同様の傾向である。

【月 比 較】３月・１０月・１２月が３名。50代・60代の６名のうち、５名が１月～４月であった一方で、

20～40代の５名全員が７月～11月であり、年代で季節的特徴があった。

【年代比較】未成年者、３０代・５０代の働き盛り世代、６０代・８０代の高齢者層が多かった。

引き続き、 あらゆる年代に向け、年間を通して自殺対策に取り組んでいく必要がある。
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資料No.２

［令和４年２月１日現在］

1
中学生向け自殺予防啓発事業
（SOSの出し方に関する教育）

中学生がＳＯＳを出せるためのライフスキル教育。（自殺の０次予
防）
①子ども自身が思春期の悩みを理解し、心を落ち着ける方法を実
行できるようになる。
②困ったときに大人や相談機関へ相談できるようになる。
③友人など周囲の人の変化に気づき、適切な行動（大人へのつ
なぎ）がとれるようになる。

①～③を周知し、子どもの時からSOSを出せる環境を作り、困るこ
とがあれば一人で抱えこまず、誰かに相談することができる大人
となることを目指す。
　
保護者に対しては、思春期という大きな心の変化や悩みがある時
期の対応方法や保護者も困ったら相談するよう相談先を周知。

公立７校
私立１校

中学１～３
年生

（私立１年生
のみ）
　

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
配布

・保健師によ
る講話実施

公立７校
私立１校

中学１～３
年生

（私立１年生
のみ）
　

今年度同様
に実施予定

2
自殺予防のための意識啓発兼
相談窓口一覧パンフレット

相談窓口の周知を図るため作成 配布 配布

3
自殺予防のための意識啓発兼
相談窓口カード

相談窓口の周知を図るため作成・配布 配布 配布

4 自殺予防リーフレット
市民一人ひとりが心の健康や自殺予防対策の基本認識
を理解できること、及び相談窓口の周知を図るため作
成・配布

配布中 配布中

5
こころの健康づくり講座
(うつ病予防市民講座)

認知行動療法で自分のストレスのくせを理解し、気分を
変える方法、リラクゼーションを学び、実行できるように
なる。
市民のセルフコントロール力の向上を図り、延いてはう
つ病予防につなげる。

２回実施 ２回

6 啓発活動

広報・佐久ＣＡＴＶ・ＦＭさくだいら・市ホームページ・市フェ
イスブック・市ツイッター・図書館・ティッシュ配り等で啓発
保育園・幼稚園・小学生保護者向けチラシ配布
市の健診受診者へ配布

実施 実施予定

7
ゲートキーパー養成研修会
初級編

こころの健康への理解を深め、ゲートキーパーの役割を
意識することで「生きやすい社会」に繋がり自殺を未然に
防げるようになる研修

実施 実施予定

8
ゲートキーパー養成研修会
中級編

初級より一歩進んだゲートキーパーの役割「気づき・傾
聴・つなぎ・見守り」ができるようになる研修

実施 実施予定

9
ゲートキーパー養成研修会
フォローアップ編

複数分野の専門家・相談員・担当者の講義を聴くことで、
ゲートキーパーの役割の一つである“つなぎ”機能の強
化を狙うための研修（初級編・中級編受講者対象）

実施予定

10
外部団体向け
ゲートキーパー養成研修会

こころの健康への理解を深め、ゲートキーパーの役割を
意識することで「生きやすい社会」に繋がり自殺を未然に
防げるようになる研修

３回
開催希望に
応じて実施

11 職員向け自殺対策研修会
自殺の実態や自殺対策について理解を深めるための職
員向けの研修

動画視聴
形式

２回

12 受け手・支え手支援事業

困難ケースの相談やうまく相談支援できたケースの情報
交換を行う、支援マニュアルを共有することで、保健師や
支援相談員の相談・つなぎのスキルを高め、相談支援者
の負担の軽減を図る

４回 ４回

13 自殺対策連絡協議会
自殺対策の推進のために必要な事項について協議し、
関係機関相互の連絡調整を行うために設置。参集者は
医師会、弁護士会等２1団体とオブザーバーにて開催

２回 ３回

14 自殺対策推進本部会・幹事会 自殺対策の総合的な推進及び諸政策の調整等を行う 各1回
本部会（４回）※

幹事会（３回）※

15 自殺対策庁内関係課連絡会議 全庁的な自殺対策の推進会議 ２回 ２回

16 作業所健康相談
ハイリスク者対象の作業所において、保健師等による定
期相談を実施

22回 22回

17 デイケア
ハイリスク者対象の教室において、保健師等による定期
相談を実施

43回 48回

18
音楽療法
（こころのケア事業）

音楽療法を用いた、こころのケアのための教室を実施 11回 16回

19
総合相談会
（心といのちの総合相談会）

健康問題、経済問題、家庭問題など、さまざまな問題を
相談できるワンストップ相談会　弁護士、臨床心理士、市
関係課にて相談を行う

２回 ２回

20
相談専用直通電話
（こころのほっとライン・佐久）

心身の不調及び心身の不調に至る前の各種問題（当事
者及び家族）に対し、心といのちの支援相談員により相
談支援を行う直通電話。広報やチラシで周知。

週５日 週５日

事業
目的 事業名 内　　容

支
援
者
養
成

・臼田包括エリア介護職員対象（14名）
・佐久人権擁護委員（40名）
・佐久市児童館館長（21名）

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ 748件（前年度より104件増。うち継続相談者による

相談が105件増となっている）
H26.4～フリーダイヤル化

8/23（月）：5組8名　9件
12/13（月）：17組20名　23件

市内3か所で実施（120名参加）
コロナで5回中止

R２年度は、新型コロナウイルスの影響により、7校
はパンフレットの配布のみとなり、１校で保健師によ
る講話を実施した。
R3年度は全中学校で保健師による講話（対面形式
または校内放送）を実施出来た。
＜内容＞
1・2年生：「一人でなやんでいるあなたへ　SOSを出
していいんだよ！」
昨年講話を実施した中学校の2年生：「心のSOSの
サインと対応について」（15分）
3年生：「ストレスと上手く付き合っていくには」（15
分）

10/12（木）　79名参加

市内8事業所で実施（386名実施）

本部会：7/2（金）（22名）
幹事会：6/2（水）（18名）
※R４年度は自殺対策総合計画改定のため

市内3か所で実施（45名参加）
コロナで5回中止

R2において庁内関係課・協議会団体へ配布

9月自殺予防週間・3月自殺対策強化月間
R3～市役所関係課、関係施設にて啓発ちらし配布
　　　ちらし：10課3920枚、カード：8課920枚
　　　相談窓口啓発用ティッシュ配布
　　　（成人式出席者、自殺対策強化月間）

分科会年４回
情報共有、困難ケースへの対応検討、
マニュアル確認

R３実績

R２年度に内容を更新し、民生委員、協議会委員、
庁内関係課、保育園・幼稚園・小・中学校・児童館
へ配布

・コンビニ、パチンコ店、スーパー大型店、ネットカフェ・漫
画喫茶等７１か所配布、市内郵便局・薬局配布
・市民課・各支所市民係窓口にて配布（転入者向け）
・消防署、救急病院にて、自殺未遂者へのカード配布
・市内医療機関へ配布（R2～）

備　　考R４計画

6/3（木）、7/8（木）実施　（計82名）

健康づくり推進課における自殺対策事業の実績・計画

支
援
者
連
携

11/18（月）　58名参加

第1回目：5/25（火）実施（26名）
第2回目：書面会議にて実施

第1回目：7/19（月）実施（28名）
第2回目：書面会議にて実施
※R4年度は自殺対策総合計画改定のため3回予定
<予定>　第1回：Ｒ4年8月22日、第2回：11月4日
　　　　　　第3回：Ｒ5年2月3日

ｺﾛﾅのため動画視聴形式で開催
8/24～9/30（128名受講）

No.

隔年開催
※R2初級編・中級編コロナで中止のためR4予定

ポ
ピ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
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   資料 No.3  

【情報提供・情報共有】 

テーマ①「各機関における自殺対策に関する取り組みの現状と課題について」 

テーマ②「働き盛り世代（３０～６０代）の男性に対する支援の現状と課題について」 

テーマ③「若年層（１０～２０代）に対する支援の現状と課題について」 

テーマ④「自殺未遂者に対する支援の現状と課題について」 

 

 

識見者 大林寺・蕃松院住職 増田 友厚 様 
 
「私は、大切にされている」と互いに思える社会に 

以前から、「分断」の語がマスコミに頻出し、コロナ禍でそれは一層進んでいると指摘さ
れています。日常生活では、直接接触する行動は抑制され、人と人との繋がりが薄らいで
います。しかし、人は人との親しい会話やスキンシップなしでは生きられないことは自明
の理でありましょう。電話等の相談の中に、「孤立」の苦悩の深さを感じます。例えば、家
族同居の高齢者であっても「私は、家の中で、空気のように無視されています」と。つら
さの極みです。一家団欒で楽しいはずのクリスマスや正月に自死が多いのにはこのような
背景があり、人との関係はもう一度見直さなければならないのでしょう。また、ある調査
報告では、６割が「安心できる居場所がほしい。」と。総じて、人間関係の不安の高まりを
感じます。 
「死にたい」は「生きたい」の思いの表れ。自死家族の方々と思いを重ねてきた方であ

るなら、皆、ご承知のことです。今、二つのことを思います。 

ひとつは、「人は皆、決して強くはない。」さびしい時があり、孤独に震える時があり、
努力しても報われないと思う時がある。・・・・・。こんな時、声高な言葉はいらない。大
きく頷きながら、つらい思いに共に揺れて包む「大きな器の人」との出会いを無意識の中
で、必要としているのです。 
もう一つ、ふだんから、「おはよう」「ありがとう」「また、会おうね」等。こちらから声

をかけたい。簡単そうでこれほど難しいことはありません。返事が来ないというリスクが
怖いからでしょうか。（私自身のことで恐縮ですが、「私」という妙なプライドは横におい
て「大きな器の人」でありたいと願っています。）さて、この声掛けが、互いに「大切にさ
れている」と実感できる安心の空間づくりに欠かせないと思うところです。 

 
 

テーマ番号 ①～③ 
（社）佐久薬剤師会 理事 榎本 禎 様 
 
＜支援の状況＞ 

 薬剤師会は以前から自殺対策啓発活動として、学校薬剤師の活動や相談薬局としての体
制整備、チラシ配りやポスター掲示を行って声かけを行っている。 

 
＜課題＞ 

家族の誰かが自殺を企図していると思っていない場合や、一人暮らしの方に今の取り組
みが周知されているか。また、抑止力となっているのか分からない。 
私自身が数年前、突発的に『死のうかな』と考えてしまう時があった。その時は家族の

誰も企図に気づかなかったし、相談しようとも考えなかった。また、よく言われる「眠れ
ている？」や「食べられている？」は平常時と何ら変わらなかった。しかし、今、考察す
ると唯一違ったのは表情が乏しく、笑っていなかったと思う。 
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テーマ番号 ① 

ＪＡ長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター  
医療社会事業科 科長 ソーシャルワーカー 渡辺 剛史 様 
 
＜支援の状況＞ 

 緊急搬送される症例の身体管理を含む急性期医療と並行して患者家族と面談を実施し、
適宜、医療機関や行政機関との情報共有、連携を図るようにしています。また、相談窓口
が記載されたリーフレットをお渡しするようにしています。 

 
＜課題＞ 

症例毎に様々な背景があります。すぐに解決できない問題を抱えており、専門相談や継
続的な支援の必要性を感じ、関係機関の紹介を行いますが、医療機関側から関係機関への

情報提供を望まれないこともあります。その後のフォローができないことが課題です。 
 
 
 
 
テーマ番号 ① 
長野県弁護士会佐久在住会 弁護士 山田 啓顕 様 
 
＜支援の状況＞ 
① 佐久保健福祉事務所主催の「くらしと健康の相談会」(3 月・6 月・9 月・12 月開催)に

弁護士を派遣しております。同相談会では、相談者の相談料負担無しで、1 枠 1 時間を

上限として法律相談を受けております。 
② 弁護士会佐久支部は、毎週金曜日に債務の相談会を実施しております。1 枠 30 分で相

談料無料となります。 
 受付電話番号は☎0267-78-3901 となります。 

 
＜課題＞ 

弁護士会佐久支部が開催しております②の相談会につきましては、相談申込、利用件数

が低調で推移をしております。とりわけ、経済的な問題に悩んでおられる方にいかに利用
していただけるか、周知の方法が課題であると感じております。 

 
 

 
 

テーマ番号 ① 
佐久地区労働者福祉協議会 事務局長 高橋 利信 様 
 
＜支援の状況＞ 
「ほっとダイヤル」なんでも相談と無料職業紹介事業で対応しています。 
相談窓口を有効に機能させることが問題解決につながると考えます。そのためには各機関
相談窓口の周知活動が重要と思います。 
色々なルートを通じて相談窓口の周知をしていきます。ちなみに、佐久地区労働者福祉

協議会は、商工振興課にお願いをして「広報さく」に相談窓口の周知記事を載せて頂きま
した。 
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テーマ番号 ①③ 

ＮＰＯ法人ウィズハートさく ワークポート野岸の丘 所長 新津 薫 様 
 
＜支援の状況＞ 
① コロナ対策により、ストレスを感じていても言葉にならない利用者さんと密に面接を実

施した 
希死念慮がある利用者さんに対しては、特に面接を多く実施し、他機関との連携を図った。 
外出行事やお祭り等が中止になる中で、代替えの行事として、小規模の行事を実施し、
楽しみを見出していただけるようにした。また、職員に対しても定期面接を実施し、感
情の吐き出しや整理に努め、業務の分担の見直しを図った。 
・小諸市社会生活支援事業では、１０代の 2 名の利用があり、１名の方は半年程、利用 
できた。利用できなかった期間もあったが、自宅で元気に過ごせるようになった。 

また最近、野岸の丘に顔を出せるようになった。親御さんも最初の相談時は気落ちし 
ていたが、元気、快活になられた。 
もう１名も、数か月の利用があったが症状が強くなり入院中。 

 
＜課題＞ 

面接における「傾聴、受容」の部分を改めて大切にして、「希死念慮につながりにくい環
境整備をおこなうこと」「やりがいを持っていただくことで、生きる理由につなげること」
を継続的に実施していく。その為に、職員の支援力向上を目指して、ZOOM 研修を積極
的に受けるようにしたい。 

 
 

 
 
 
 
 
 

テーマ番号 ①④ 

佐久市保護司会 理事 市川 記夫 様 
 
＜支援の状況＞ 
・コロナ渦で中学校での講演会等が出来ず。 

・社会を明るくする 71 回作文コンテスト 
  小学生 461 人応募 17 校(佐久地区保護司会中)数多くの応募あり 
  中学生 184 人応募 10 校(佐久地区保護司会中) 

・学校をいかに楽しくするか ・明るい家庭にするには 
・挨拶をすると一日がとても明るく楽しくなる ・いじめをなくすには  など 

 
＜課題＞ 
保護司会では、臼田あいとぴあ内にサポートセンターがあり、 
月∼金 10：00～16：00 まで保護司が常駐しております。 
何が相談出来るか、どんな問題なら、電話、面接相談出来るのか、ＮＰＯ・相談機関 
に繋げられるのか協議出来ればと考えているところです。 
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テーマ番号 ②③ 
佐久市社会福祉協議会 福祉課長 篠原 敏明 様 

 
＜支援の状況＞ 

 社会福祉協議会では、相談者自身が新型コロナウイルスに感染して収入が減った方や、
コロナの影響で会社の業績が悪化し、突然解雇を言い渡された方など、男女を問わず、新
型コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等により収入が減少した世帯を対象に、
生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）の特例貸付を実施しています。家族を支え
られない、子どもに係るお金がないなど、特に家計を支える男性や、シングルマザーの相
談が多く見受けられます。また、食料を買う資金がないという相談には、フードドライブ
（家庭や職場で余っている賞味期限が１ヶ月以上ある缶詰やカップ麺等）を市民や企業等
から寄付していただき、困窮されている方へ支援をしています。そのほか、「さーくちゃん
家
ち

でご飯を食べよう！」と、ボランティアグループがカレーライスを作り配布しています。

（今年度は３回）来年度も計画をしています。子どもから高齢者まで誰でも構いません。
約１００食を提供しています。 

 
＜課題＞ 

 生活福祉資金特例貸付は、令和２年３月から貸付を行っています。令和４年１月末の貸
付件数は、緊急小口資金特例貸付が３６５件、総合支援資金特例貸付が１７５件で、総額
１億４千万円を超えています。（長野県内は７６億３千万円強）令和５年４月からは、個々
の償還が始まる予定で、社協としてその償還指導も実施します。県社協と連携をして、滞
納者宅を訪問し、生活状況の把握に努めていくことが喫緊の課題です。 

 
 

 
テーマ番号 ① 
佐久市民生児童委員協議会 副会長 土屋 珠江 様 
 
＜支援の状況＞ 

2 年に及ぶコロナ禍で、地域活動においても訪問活動自粛、サロン活動見守り事業中止
の時もあったが、令和 3 年度は感染対策を行いながら下記の活動が行われ、充分とは言え

ないが「気づく」「傾聴、受容」「つなぐ」「見守る」活動を行った。 
◎いきいきサロン 

4/12（月）コロナワクチンについて講話他   5/10（月）ミュージックベル他 
6/14（月）管理栄養士講話他   7/12（月）理学療法士講話他  

10/11（月）薬剤師講話、薬について相談  11/8（月）ミュージックベル他  
12/13（月）クリスマス会・地球環境高校生（ボランティア）と交流会 

◎70 歳以上一人暮らし高齢者見守り事業（乳酸菌飲料届けながら） 
 （4 月、5 月、6 月、7 月、10 月、11 月、12 月、令和 4 年 1 月） 
◎高齢者等実態調査（70 歳以上独居高齢者、高齢者世帯、障がい者のいる世帯） 

 
＜課題＞ 
・サロン会場まで歩いて参加するのに不安な方が増加（筋力低下） 
・膝（両方）手術、退院後風呂なし、病院にリハビリに行くのに自分で運転できない。 
タクシーは高いので使えない。介護保険の対象にならず家族も近くに居ない。相談され、
このようなケースの支援体制について、これからも多くなるのではと不安。 

・独り暮らしの方が体調不良になっても、家族にもＳＯＳ出来ず、2 人の孤独死があった。 

・「身寄り」なき時代。地域でも何人かいらっしゃる。 
個人的なことで話をすることは出来ないが、いつも心配になる。 
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テーマ番号 ①  

佐久市保健補導員会 理事 小泉 貴子 様 
 
＜支援の状況＞ 
・保健補導員自身の心身の健康維持に繋がるよう、第 2 回ブロック研修会ではウォーキ 
ングを実施した。 

・7 月、1 月には保健補導員だよりを作成し、保健補導員に健康情報を発信した。 
また､7 月の保健補導員だよりでは、知り合いの方々の社会的な孤立を防いでいただく 
よう依頼した。 

・保健補導員へ市で行っているゲートキーパー養成講座を紹介し延べ８名が参加した。 
 
＜課題＞ 

・保健補導員の学習及び保健補導員同士の交流の機会が減っている。 
・コロナ対策として、地区自主活動はほとんどの地区が実施出来ておらず、人と人との 
繋がりが乏しくなっている。 

 
＜令和４年度の取り組み＞ 
・第１回ブロック研修会(５～６月実施予定）では、心の健康について学ぶ予定。 
・まずは、保健補導員自身が健康について学び、その学びを家族へ、そして感染リスクの 
少ない方法（回覧等）を用いて、地域へと広める活動を行っていきたい。 
また､地区それぞれの実情に合わせ、出来る保健補導員活動を行っていきたい。 

 
 

 
 
 

テーマ番号 ①  
東信労政事務所 次長 佐藤 眞由美 様 
 
＜支援の状況＞ 

令和 3 年度の常設労働相談所は 12 月末現在で 147 件となっており、昨年度より若干減
少傾向にあるが、一時落ち着いていたコロナ関連の相談は、1 月以降増加している。相談
内容は、自宅待機中の手当・出勤の取り扱いや、濃厚接触者となった場合の処遇、不利益
な労働条件の変更、それらに伴う精神的な不調といった例等が複数見受けられる。 

労働相談事業においては、相談者によりそって問題点を整理し、必要な情報の提供や適
切な関係機関の紹介等、相談者にとってより良い解決方法を提案するというスタンスで実
施している。 
また、産業カウンセラー・精神保健福祉士の相談員による予約制のメンタル相談「陽だ

まりプレース」を実施している。 
 
＜課題＞ 

佐久地域では、県合同庁舎において、毎月 1 回当所の労働相談員による巡回相談、隔月
で産業カウンセラーによるメンタル相談を計画しているが、利用者数が伸びない。 
相談を必要としている方は潜在していると思われるので、いかに周知し、相談につなげ

ていくかが今後の課題と捉えている。 
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テーマ番号 ①  
佐久警察署 生活安全課長 中澤 泰明 様 

 
＜支援の状況＞ 
・自殺企図者の保護 
・精神科病院等への受診支援、行政機関への情報提供 
・少年のいじめ対策 
・スクールサポーターが各学校を訪問し、学校との連携を図る 

 
＜課題＞ 
・警察に対しては自殺関係の本人からの相談が寄せられにくい。 
・相談機関として住民に周知できていない。 

 

 
テーマ番号 ④ 
佐久消防署 署長 堤 光雄 様 
 
＜支援の状況＞ 

自殺未遂者と最初に接点を持つ消防として、自殺に追い込まれる人の心理状況を読み取
り、情報収集と行為の背景を整理し、プライバシーを保護しながら医療機関へ適切な引継
ぎを行う。また、状況により再企図を未然に防ぐため市町村単位福祉課等への情報共有を
図る。 

 
＜課題＞ 

自殺未遂者への対応の難しさだけではなく、通常の搬送と比較すると受け入れを敬遠され
がちで、搬送時間がかかる傾向にあり、搬送先の調整等、医療機関とのやり取りでも苦慮。 

 
＜自殺行為者年度別比較＞ 
 令和２年度 旧佐久市（19 件） 
 令和３年度 令和３年４月から現時点 旧佐久市（23 件）1.23 倍 

 

 
 

テーマ番号 ③ 
佐久市教育委員会 スクールメンタルアドバイザー 赤岡 邦江 様 

 
＜支援の状況＞ 
ＳＭＡとして、主に不登校支援を中心に取り組んできた。 
学業の遅れ、進路選択をしていく上で悩んだり、社会的な自立という事でもリスクを 
伴っている。 
① 学校や児童生徒、保護者等からの相談に対応 
② 進路選択、高校進学への支援 
③ チャレンジ教室、ＨＦ、ＳＳＷ、他機関（子育て支援課、児童相談所）等連携 

 
＜課題＞ 
・不登校支援や教育相談はすぐに成果が出ることはない。 
・保護者や児童生徒の悩みや心配事にはできるだけ共感できるように取り組んでいるが、 

理解をを得ることが難しいこともある。 
・不登校児童生徒が増えていることも現実である。 
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テーマ番号 ①  
佐久市生活就労支援センター まいさぽ佐久市 主任相談支援員 浅川 充代 様 
 
＜支援の状況＞ 

まいさぽ佐久市では、令和 3 年度より市が単独で、支援機能強化を図るため「アウトリ
ーチ支援員」を配置し、自立までの一貫した支援を行っております。 

  長年引きこもり状態に在る方など、支援に時間がかかる方に対して、より丁寧な支援を
行っております。 
支援者の中には、精神疾患を抱えている方も多く、希死念慮を持たれている方もおりま

す。そのため自殺リスクも高まる可能性があると感じています。 
まいさぽだけでは支援が難しいケースが増えていますので、医療はもちろんのこと専門

機関と連携しながら、地域の協力も仰ぎながら、支援しています。 
 
＜課題＞ 

何らかの障がいを抱えている方が多く、特に手帳がない方のつなぎ先がなく、支援が 
困難である。 
健康面、生活面、経済面等複合的な課題を抱えている方も多く、就労準備支援が必要な

方が多く、長期に渡った支援が必要である。 
 
 
 
 

 
 
 
 
テーマ番号 ①  
佐久市議会 社会委員長 小林 歳春 様 
 

＜支援の状況＞ 
議会と語ろう会、報告会がコロナ感染症の影響で中止となり市民の皆様の声を直接伺う

事が出来なかった。 
市民相談には様々応じ関係部署への対応は行なうことができたと思います。（生活保護

と高齢者施設への入所相談が多くありました。） 
 
＜課題＞ 

市議会も改選があり、新人が誕生したので、ゲートキーパー研修の開催を行っていけた
らと思います。 

 
＜その他＞ 

 多種多様な立場や専門分野の人たちが重層的にネットを張って防止することが重要と
考えます。したがって連絡協議会が大変重要であると考えます。 
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テーマ番号 ① 
臼田地域包括支援センター 管理者 鷹野 洋美 様 
 
＜支援の状況＞ 

地域包括支援センターでは、自殺対策に関する取り組みとして、①高齢者を介護してい
る家族や援助者を対象に、身体的・身体的負担の軽減や孤立を防ぐため「家庭介護者支援
交流会」の実施、②６５歳以上の方の相談をワンストップで受け止めていく「総合相談事
業」、③自殺対策の視点を養うため、地域包括支援センター職員はじめ、介護サービス事業
者職員等が「ゲートキーパー養成講座」の受講に取り組んでいます。 
①に関しては、年間１２回の予定でしたがコロナ感染拡大のため、すでに４回中止され

ています。また、③に関しても、職員の異動等でセンター全職員の受講終了できていない

状況です。しかし、②総合相談事業に関しては通年を通し地域包括支援センター全職員が、
自殺についての正しい理解を持ち高齢者及び、その家族への支援を行い、心配な方は関係
機関との連携を図って行きます。 

 
＜課題＞ 

対象となる本人が専門的な相談を求めた場合、または支援者が SOSを受け止めた場合、
専門的に相談できる場所、すぐに受診できる精神科、カウンセリングできる場所に関する
情報が乏しいと感じています。 

 
＜その他＞ 

コロナ禍において、相談業務は電話の活用や対面での相談が必要な方には、感染予防対

策を徹底し相談支援が継続できるようにしていますが、事業の中止や訪問を控えるなど、
気づきの場が減っていることが懸念されます。 
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テーマ番号 ①～③ 
佐久商工会議所 事務局長 小平 隆 様 

 
経営相談を受けた実績は、別表のとおりです。 
＜課題＞ 
高齢経営者の後継者難等による廃業（危機）が増加していることです。 
当所でも他者とのマッチングができるよう相談体制を整え相談に応じています。 
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テーマ番号 ① 
佐久公共職業安定所 統括職業指導官 丸山 展弘 様 
 
＜支援の状況＞ 

佐久・小諸地域の雇用情勢は、求人数が前年度比で増加傾向にあるものの、前々年度（コ
ロナ前）の水準より１５％程度少ない等、引き続き厳しい状況にある。令和３年１２月の
月間有効求人倍率は１．６０倍※１と上昇傾向にあるが、求人数より求職者数の減少幅が相
対的に大きいことが要因であり、求職者数の推移（コロナの影響が深刻であった前年度比
での事業主都合離職者の減少※２、前年度から減少傾向が続くより良い転職条件を求める自
己都合離職者の減少※２）を見る限り、求人倍率は上がっても雇用情勢が好転したとは言え
ない。 

 また、地域内の福祉事務所（県・市）及び生活就労支援センター「まいさぽ」と連携を
図り、生活保護受給者や生活困窮者の就職支援を行っているが、１２月末時点における各
年度の支援対象者数は、生活保護受給者が、令和元年度１９名、２年度１７名、３年度３
７名、生活困窮者が令和元年度４１名、２年度５２名、３年度５７名となっている。新型
コロナウイルス感染拡大の影響により生活困窮者層が拡大する傾向がみられ、一部は困窮
状況が深刻化して生活保護受給に切替て職業相談を継続する状況である。求職活動が長期
化する中、メンタルクリニックへ通院する等、精神面で体調を崩す方が増えている印象。
経済的な不安が主な原因であり、引き続き、早期再就職につながるよう関係機関と連携を
図ったきめ細やかな職業相談・紹介に取り組むことが重要と考える。 
求職活動に悩みを抱える方に利用いただけるよう、専門家による心の健康相談等につい

て、雇用保険受給者全員に周知している。また、長野県健康福祉部より提供されたリーフ

レットを所内に配置し、ＳＮＳを含む各種相談窓口について周知を図っている。 
 

「業務月報（令和３年１２月分）」参照箇所 
※１ Ｐ１ 月間有効求人倍率の推移（全数） 
※２ Ｐ３ ６.新規常用求職者の態様 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 











令和４年２月
令和３年度第２回佐久市自殺対策連絡協議会

長野県精神保健福祉センター
（長野県自殺対策推進センター）

1

長野県における自殺対策について



自殺者数の推移と現状

2



3引用：令和３年度版自殺対策白書

全国の自殺者数の推移
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H28 H29 H30 H31・R1 R2

総数 339 322 313 350 352

うち男性 233 236 211 250 236

うち女性 106 86 102 100 116
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長野県自殺者数の推移（５年間）

※厚生労働省「人口動態統計」より



長野県の自殺の現状（対象者別）
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① 未成年者

出典：人口動態統計（厚生労働省）

☞R2年の自殺死亡率は、全国では上昇したものの、

長野県ではほぼ横ばいとなり、全国との差は

縮小している。

自殺者数（人） 自殺死亡率（10万人当たり）

② 働き盛り世代（30～50歳代）

☞長野県の働き盛り世代の自殺者数は、H30年

まで減少していたが、R1年から増加している。

☞自殺者総数に占める割合は、全国はほぼ横ばい

であるのに対し、長野県はR1から増加している。

（参考値）

（参考値）

自殺者数（人） 総数に占める割合（％）



長野県の自殺対策の取組
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【基本方針】

○ 社会的な取組として推進
・自殺は多くが追い込まれた末の死
→ 防ぐことのできる社会的な問題

○ 生きることの包括的な支援
・生きる支援を総動員して対策を推進
○ 全庁的な取組
・関連施策の各担当部署・担当者が、
自殺対策の一翼を担っている

○ 対応の段階に応じた対策
・事前対応（自殺の危険性が低い段階）
・危機対応（自殺発生の危険に介入）
・事後対応（新たな自殺の発生を防ぐ）
○ 実践と啓発
・援助希求行動の促進や早期発見・早期
対応のための広報・教育活動
・メディアへの適切な自殺報道の周知
○ 役割の明確化
・県、市町村、関係機関・民間団体、
企業、学校、県民のそれぞれの役
割を明記

○ ＰＤＣＡサイクル
・自殺対策のPDCAサイクルを回すこと
で、「誰も自殺に追い込まれること
のない信州」を実現

計画期間

平成30年度(2018年度)～2022年度【５年間】

【数値目標】

【施策の展開】

重点１ 未成年者

・未成年者の自殺ゼロを目指す
・自己肯定感の向上
・自ら助けを求められる力の醸成
・相談しやすい体制の整備
・生き心地の良い地域づくり

・ＳＯＳの出し方に関する教育の
プログラム構築と全県展開

・ＬＩＮＥ等ＳＮＳを活用した相談
・ハローアニマル子どもサポート
・生活困窮家庭の子どもの学習支援
・子どもの居場所づくり 等

重点２ 高齢者

・社会的な孤立の解消
・必要な支援への早期のつなぎ
・生きがいのある社会づくり

・高齢者の居場所づくり
・支援関係者への情報提供
・啓発活動の推進
・人生二毛作社会の確立 等

重点３ 生活困窮者

・まいさぽとの連携強化
・支援へのつなぎの強化
・支援機関同士の円滑な連携

・まいさぽの相談支援力の向上
・まいさぽと合同の相談会・研修会
・税務職員へのゲートキーパー研修
・共通の相談票の導入 等

重点４ 勤務問題

・職場のメンタルヘルス対策
・職場環境改善や健康経営の推進
・県の働き方改革推進と企業への
周知啓発
・労働局等と連携した企業への啓発
・労政事務所における特別労働相談
・職場いきいきアドバンスカンパニー、
健康経営優良法人の拡大

・勤務間インターバル制の試行 等

・自殺死亡率（人口10万対）を過去最低（S42）の13.6以下とする

（自殺者数に換算した場合 → およそ270人以下）

第 ３ 次 長 野 県 自 殺 対 策 推 進 計画 の 概 要
「誰も自殺に追い込まれることのない信州」を目指して

～県民一人ひとりのかけがえのない大切な「いのち」を守り、支える～
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長野県の未成年者への自殺対策（一部）
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SOSの出し方に関する教育

SOSの出し方教育

・子ども達自身がSOSを発信しやすくなることを目的に、県内各学校で授業時間等を活用

して実施。

・自殺対策基本法、自殺総合対策大綱、当計画、学習指導要領に基づき実施。

R2年度
実施率

R1年度
実施率

R2
増加割合

備 考

小学校 90.2％ 76.1％ 14.1％
・R1年7月に、教員用参考資料
を配付

中学校 80.3％ 72.9％ 7.4％

・H30年９月～11月に、６校でモデ
ル事業を実施
・R4年度までに、公立中学校の実
施率100％を目標に

公立高校 73.5％ 71.6％ 1.9％
R2年3月に、教員用資料に加え、指
導案や新教材を提供

私立高校 60.0％ 42.1％ 17.9％
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子どもの自殺危機対応チーム

１ 設置目的

地域の支援者が困難ケースに直面したとき、専門家の助言や直接支援を受けられるよう、多職

種の専門家で構成する「子どもの自殺危機対応チーム（以下「チーム」という。 」を設置。

２ 支援対象者

次の未成年者のうち、地域の関係機関による連携支援を行っているが対応困難なケースで、

チームによる支援を必要とする者。

○自殺未遂歴がある ○ 自傷行為の経験がある ○ 家族を自殺で亡くしている

○自殺をほのめかす言動があり、自殺の可能性が否定できない

３ チームの構成

。

コアチーム（各職種１名） 地区チーム（県内４地区）

○ 精神科医　　　（精神科病院協会推薦）

○ 心理士　　　　（公認心理師・臨床心理士会推薦）

○ 精神保健福祉士（精神保健福祉士協会推薦）

○ 弁護士　　　　（弁護士会推薦）

○ NPO法人 ライフリンク、ＯＶＡ ○ ライフリンク、ＯＶＡ

○ セーフティネット総合研究所 ○ セーフティネット総合研究所

事務局：保健・疾病対策課、ライフリンク（常勤）

　　　各職種2～3人

※「コアチーム」は、原則毎月

会議を開催し、支援要請ケー

スの具体的なアドバイスや対

応方針を検討し、必要に応じ

て「地区チーム」と連携して

対応

R3.9.30現在で

25ケースを支援



LINE相談窓口「ひとりで悩まないで＠長野」
事業概要
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県内の中学生、高校生等（約１２万人）

不安や悩みを抱える中学生・高校生の「相談したい気持ち」に応えるた
め、LINEを活用した相談窓口を開設する。

事業目的

対象者

委託業者

相談員

トランス・コスモス株式会社/関西カウンセリングセンター

相談責任者１名、相談員３名

＊県教育委員会心の支援課資料より



令和２年度実施結果
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集中期間：①令和２年６月１日～６月７日
②令和２年７月６日～７月１７日（土日を除く）
③令和２年８月１７日～８月２８日（土日を除く）
＊各期間最後の５日間は、大学生等が対応するピア・デイ

定期相談：令和２年６月１０日～令和３年３月３１日の毎週水曜日
＊いずれの期間も受付時間は１７時～２１時

実施期間

＊県教育委員会心の支援課資料より

実施結果

対応件数１０２６件（友だち登録者数１６９１名、相談者５４４名）
✦LINE相談開始後、初めて中学生の相談者数が高校生を上回る
✦相談者の７割が女子、新型コロナウイルス関連相談は５２件
✦「心身の健康・保健」に関する相談が最も多く、次いで「友人関係」「学
業・進路」となっている。
✦生徒たちの多くが、「聞いてもらえて落ち着きました」「話せてよかったで
す」などの前向きな言葉で相談を終了していた。



令和３年度実施計画
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集中期間：①令和３年５月５日～５月７日
②令和３年７月１２日～７月１６日※
③令和３年８月１６日～８月２０日※
④令和３年９月６日～９月１０日※
⑤令和４年１月５日～１月７日

定期相談：令和３年４月１日～令和４年３月３１日の毎週水曜日
＊いずれの期間も受付時間は１７時～２１時

実施期間

＊県教育委員会心の支援課資料より

実施結果（４月～９月まで合計40日間の集計）

対応件数 448件（友だち登録者数 641名）
✦「友人関係」に関する相談が最も多く、次いで「心身の健康・保健」「学
業・進路」となっている。
✦「友達がほしい」「ストレスを感じてしまう」「リストカットをしてしまう」「勉
強をする気がしない」などの相談が寄せられな、中には「死にたい」「どうし
て死んではいけないのか」という深刻な相談も見られた。

※大学生等が対応
するピア・デイ



長野県のインターネットを活用した自殺対策
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インターネットを活用した
自殺対策検索連動型広告事業（令

和３年９月から実施）

ウェブ上で自殺関連用語を検索する者に対して、広告を表
示し、県内相談窓口等を積極的に周知し、つなげる

Google及びYahoo!JAPAN

検索連動型広告とは

事業目的

検索エンジン

検索エンジンにユーザーが検索したキーワードに連動して表
示される広告
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インターネットを活用した自殺対策検索連動型広告事業（イメージ）

検索ワード

検索ワードに連
動して支援窓口
等が自動的に上
部に表示



長野県精神保健福祉センターの取組
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こころの健康相談統一ダイヤル

※自殺の危機が高まっている人に対して、自殺念慮を軽減又は回避できるよ
うに、また具体的な自殺の危機介入を受けられるように方向付けする目的で
平成20年9月10日開設した電話相談窓口

H28 H29 H30 H31/R1 R2

男 131 162 148 186 243

女 187 204 211 230 358

不明 9 5 24 15 23

合計 327 371 383 431 624
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相談件数の推移（５年間）

男 女 不明 合計



新型コロナウイルス感染症に関する
当センターの心の電話相談から

新型コロナウイルス感染症に関連した心の健康相
談の対応を開始して以降のべ618件（令和３年12
月31日現在：速報値）の相談があった

時間の経過とともに相談件数は減少

（令和2年4月：104件

→令和3年度の最多8月：23件、最小12月：４件）
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新型コロナウイルス感染症に関する
当センターの心の電話相談から

〇相談の減少の要因として考えられること

•新型コロナウイルスの特徴や感染経路の傾向などが
少しずつ分かってきたこと。

• 「新しい生活様式」が浸透し感染対策が広く取り組ま
れるようになったこと。

•生活支援のための窓口や制度などが徐々に整備さ
れたことから、不安を軽減させるための選択肢が増え
たこと。
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一般県民向けゲートキーパー研修動画
（Youtubeで一般公開）
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自死遺族交流会（あすなろの会）

自死遺族同士の分かち合いの場

県内各地域で定期的に開催
（長野、佐久、上田、松本、伊那
会場）

問い合わせ先

精神保健福祉センター（０２６－２６６－０２８０）
もしくは、各保健福祉事務所



自殺対策における課題と対応
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自殺未遂者に関する情報が、自治体と支援機関で共有され
にくい。

未遂者支援の実態把握のための調査を実施（R4.2）。
（自治体、救急告示医療機関）

未成年者の自殺死亡率が高い水準を維持している。

RAMPS※のモデル校実施。
子どもの自殺危機対応チームの見直し。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ゲートキーパーの
養成、支援者の研修等の機会が制限されている。

研修や普及啓発素材の作成。様々な形（オンラインなど）
での研修機会の保証。

※RAMPS（Risk Assessment of Mental and Physical Status）とは、児童生徒本人がタブレット端末を操作、
質問に回答し、教員が追加問診をすることで自殺リスクや心身状態を評価、可視化できる支援促進ツール。


